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日本放送協会 理事会議事録 

（２０２３年 ４月１１日開催分） 

２０２３年 ４月２８日（金）公表 
 

＜会議の名称＞ 

理事会 

 

＜会議日時＞ 

２０２３年 ４月１１日（火）午前１０時３０分～１０時４５分 

 

＜出席者＞ 

稲葉会長、井上副会長、林専務理事、板野専務理事、 

小池専務理事、伊藤専務理事、児玉理事・技師長、中嶋理事、 

熊埜御堂理事、山内理事、安保理事、山名理事 

大草監査委員 

 

＜場所＞ 

放送センター役員会議室 

 

＜議事＞ 

稲葉会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

１ 審議事項 

（１）２０２３年度標準役員報酬について 

（２）２０２３年度役員交際費の支出限度額について 

（３）日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更について 

 

２ 報告事項 

（１）令和４年度決算の日程について 

（２）放送番組審議会議事録（資料） 
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３ 審議事項 

（４）第１４２２回経営委員会付議事項について 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）２０２３年度標準役員報酬について 

（秘書室） 

２０２３年度の標準役員報酬について、審議をお願いします。 

２０２３年度の標準役員報酬については、会長、副会長、専務理事、

理事とも２０２２年度と同額としたいと思います。なお、上期の期末報

酬については、年間報酬額の２０％を上限に増額または減額することが

あります。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４２２回経営委員会に諮りま

す。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

開催の第１４２２回経営委員会に諮ります。 

 

（２）２０２３年度役員交際費の支出限度額について 

（秘書室） 

２０２３年度役員交際費の支出限度額について、審議をお願いしま

す。 

役員交際費の使途の範囲は、事業に関係のある方に対する謝礼品、事

業に関係のある方との会食を伴う打合せ、事業に関係のある方の慶弔等

に際し支出する金品、事業に関係のある外部団体等に支払う各種会費で

す。今年度の支出限度額は、２０２２年度と同額としたいと思います。 

本件が了承されれば、本日開催の第１４２２回経営委員会に諮りま

す。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

開催の第１４２２回経営委員会に諮ります。 

 

（３）日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更について 

（視聴者局） 
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日本放送協会放送受信料免除基準（以下、「免除基準」）の一部変更

について、審議をお願いします。 

１月に公表した『ＮＨＫ経営計画（２０２１－２０２３年度）※２０

２３年１月修正』に基づき、学生を対象とする免除の拡大を実現するた

めに、免除基準の一部を変更したいと考えています。 

親元等から離れて暮らす学生は、コロナ禍や物価高の影響等により、

経済的に厳しい状況が続いていると考えられます。こうした状況を踏ま

え、現在、受信料の全額免除の対象としている「親元等が市町村民税非

課税の世帯の学生」や「奨学金を受給している学生」に加えて、「社会

保険制度において被扶養者となっている学生」や「被扶養者となってい

る学生と同等の収入水準にある学生」についても対象とします。 

具体的には、現行の学生に対する免除基準に「年間収入が一定額（１

３０万円）以下の学生」、「国民年金保険料の学生納付特例対象の学

生」、「国民健康保険の修学特例対象の学生」を追加します。 

免除の適用には、放送受信契約者からの申請が必要となります。所定

の「免除申請書」に必要事項を記入のうえ、免除に該当する証明書を添

付し、ＮＨＫに提出していただきます。免除事由存続の確認調査は、修

業年限の最終年度に契約者に対して実施します。以上の実施内容や具体

的な手続きについては、ＮＨＫのホームページで公開するなど、十分な

周知を図ります。免除の拡大により、現在の契約者のうち、新たに全額

免除となる件数は約１９万件を見込んでいます。 

また、免除基準から、すでに措置を終了した「新型コロナウイルス感

染症の感染拡大に伴う特例措置」についての付則を削除します。 

 施行日は２０２３年１０月１日を予定しています。 

免除基準の変更については、総務大臣に認可申請する案の議決にあた

り、法令に基づき、経営委員会において意見募集を行うこととなってい

ます。本議案の内容が了承されれば、本日開催の第１４２２回経営委員

会に諮ります。 

 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日

開催の第１４２２回経営委員会に諮ります。 

 

２ 報告事項 

（１）令和４年度決算の日程について 

（経理局） 

令和４年度決算の日程について報告します。 
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ＮＨＫの決算は、放送法第７４条の規定により、当該事業年度経過後

３か月以内に総務大臣に「財務諸表」を提出することとなっています。 

これを踏まえ、令和４年度の決算は、２０２３年６月２７日開催予定

の経営委員会での議決に向け、取り進めたいと思います。 

「財務諸表」については、放送法第７５条に定める監査委員会や会計

監査人の監査を経て、６月２７日開催予定の理事会で審議し、同日の経

営委員会に諮る予定です。 

本件は、本日開催の第１４２２回経営委員会に報告します。 

 

（２）放送番組審議会議事録（資料） 

（メディア編成センター・国際放送局） 

メディア編成センターと国際放送局から、中央放送番組審議会、国際

放送番組審議会、地方放送番組審議会（関東甲信越、近畿、中部、中

国、九州沖縄、東北、北海道、四国）の２０２３年２月開催分の議事録

についての報告。 

 

３ 審議事項 

（４）第１４２２回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

本日開催の第１４２２回経営委員会の付議事項について、審議をお願

いします。 

付議事項は、議決事項として「２０２３年度標準役員報酬につい

て」、「２０２３年度役員交際費の支出限度額について」です。審議事

項として「日本放送協会放送受信料免除基準の一部変更について」で

す。報告事項として「令和４年度決算の日程について」、「２０２３年

春季交渉の結果について」です。 

 

（会 長）   ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

  ２０２３年 ４月２５日 

 

会 長  稲 葉 延 雄 


